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「相談シート」についての報告
～社会福祉士部会より～

函館市地域包括支援センターゆのかわ

社会福祉士 村上みなみ

•相談シートを作成したきっかけ

→市からの活動計画事業内容

「高齢者虐待における医療機関とのネットワーク構築」

•目的

→医療従事者が高齢者虐待（疑い）を発見した際

早期に相談に繋がる体制の構築

•方法

→毎月の社会福祉士部会にてシートの内容や使用方法を検討

資料６－２ 
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ポイント①

ポイント③

ポイント②

相談シート使用方法

※裏面フローチャートを参照

電話だと相談しにくい内容、
医療機関の忙しさも考慮し
電話相談時に同じ情報を見て
話せるようシートをFAXして
もらいます。

ポイント①
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◎対象者の基本情報は未記入

対象者の氏名・生年月日・住所はFAX送信時は未記入

包括職員が電話にて確認

ポイント②

相談シートの特徴 ～個人情報の取り扱いへの配慮～

相談シートの特徴 ～個人情報の取り扱いへの配慮～

◎高齢者虐待防止法の文章を記載

発見したら通報義務があること、

相談・通報は個人情報の漏えいにあたらないことを示す

ポイント③



 

4 

 

 

～H29.3までに～

•圏域内の診療所（個人病院）に

各圏域担当の包括職員が配布・協力依頼

※函館市作成の高齢者虐待防止パンフレットと

併せて配布






